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税務情報  

このメールマガジンでは、外国人旅行者向け消費税免税制度の改正、消費税率

の 10％への引上げに伴う経過措置及び年金受給権の評価に係る取扱いの変

更についてご紹介します。 

 

外国人旅行者向け消費税免税制度の改正 

2014 年度税制改正により、10 月 1 日から、従来免税販売の対象となっていな

かった消耗品を含めた全ての品目が消費税免税の対象となるとともに、手続き

に必要な書類等の様式が弾力化されます。 

経済産業省は、新制度の開始にあわせ、訪日外国人旅行者や海外に対する免

税制度の周知、免税店拡大に向けた小売事業者への情報発信の強化に取り組

むとしています。 

【経済産業省】 

改正「外国人旅行者向け消費税免税制度」いよいよ始まります！～潜在的な需

要を喚起し経済活性化へ～ 

Revised Consumption Tax Exemption (Tax-free) Program for Foreign 
Visitors to Start -For Stimulating Potential Demand and Invigorating the 
Japanese Economy- 

観光庁及び日本政府観光局のホームページにも、以下のサイトが 10 月 1 日に

開設されています。 

【観光庁】 

さあ、免税店事業者になろう！ 

事業者向けのサイトです。免税店とは何か、免税店になるにはどうすればよいか、

免税店シンボルマークとは何か等の免税店に関する情報がワンストップで提供

されています。 
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【日本政府観光局】 

Japan. Tax-free Shopping Guide / Japan. Tax-free Shop List 

外国人観光客向けのサイトです。免税手続や免税制度の改正ポイント等を分か

りやすく説明するための映像やQ&A が掲載されています。（英語、中国語（簡体

字・繁体字）、韓国語） 

【国税庁】 

輸出物品販売場制度の改正について（平成 26 年 4 月）（PDF/327KB） 

輸出物品販売場制度に関する Q&A（平成 26 年 8 月）(PDF/622KB) 

 

消費税率 10％への引上げに伴う経過措置－改正政令の公布 

2015 年 10 月からの消費税率 10％への引上げの是非は、12 月上旬に最終決

定されるといわれていますが、これに先駆け、消費税率 10％への引上げに伴う

経過措置に関する規定を含む改正政令が 9 月 30 日に公布されました。 

この政令による経過措置の内容は、8％への引上げ時の改正政令（2013年 3月

13 日公布）とほぼ同様ですが、家電リサイクル法に基づくリサイクル料金に関す

る経過措置が新たに設けられています。 

【インターネット版官報ホームページ】 

平成 26 年 9 月 30 日付（号外第 216 号） 
消費税法施行令の一部を改正する政令（政令第 317 号） 

 

国税庁－「年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権

（受給権）の相続税法上の評価の取扱いの変更について」を公表 

国税庁は 9 月 29 日、表題の「お知らせ」を公表し、年金の方法により支払いを受

ける保険金の支払請求権（受給権）の相続税法上の評価の取扱いを変更するこ

とを明らかにしました。 

【従前の取扱い】 

年金の方法により支払いを受けることが定められた生命保険契約で、相続開始

の時において、年金の種類、年金の支払期間、支払金額の総額、一年間に支払

いを受けるべき金額等が定まっていない場合における、その保険金の支払請求

権（受給権） 

→ 相続税法第 22 条（評価の原則）の規定に基づき、その保険金を一時金で支

払いを受ける場合の金額により評価 

【変更後の取扱い】 

相続開始の時には、年金の種類、年金の受給期間等が定まっていない年金の

方法により支払いを受ける生命保険契約であっても、契約者が年金の方法によ

り死亡保険金の支払を受ける契約を締結し、かつ、死亡保険金の支払事由の発

生後に死亡保険金の受取人が年金の種類、年金の受給期間等を指定すること

が契約により予定されている生命保険契約に係る死亡保険金の支払請求権（受

給権） 

 

http://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/yusyutuseido_kaisei.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/menzei/pdf/05.pdf
http://kanpou.npb.go.jp/20140930/20140930g00216/20140930g002160000f.html


 
 

 

→ 受取人が相続開始後、受給開始前に指定を行ったことにより確定した年金の

種類、受給期間等を基礎として相続税法第 24 条
(*)
（定期金に関する権利の

評価）の規定を適用して算定 
(*)  2010 年度改正前の相続税法第 24 条の規定を含む。（相続税法第 24 条に

よる評価額は、実際の受取金額の現在価値に比べ非常に低いものとなるといっ

た問題等があり、2010 年度に改正されています。） 

この変更後の取扱いは過去に遡って適用され、この取扱いの変更を知った日の

翌日から 2 ヵ月以内に更正の請求の手続をすることにより、相続税又は贈与税

の還付を受けられる場合があることも、「お知らせ」に明記されています。 

【国税庁】 

年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権（受給権）の相続税法上

の評価の取扱いの変更について 
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